
 

 

メディカルメッセ・オンライン 出展規定 

 

▼出展の申込と契約の成立について  

既定の出展申込フォームに必要事項をご入力の上、お申込み下さい。 

出展の申し込みは、1社あたり１申し込みとなります。 

事務局からの出展承認メールの返信を以て、出展契約の成立とさせていただきます。 

※出展申込事項、契約成立に係るメール文面等は必ずプリントアウトする等、貴社控えを保管して下さい。 

なお、出展申込に著しい瑕疵がある場合や、出展内容が本展示会の開催趣旨にそぐわないと主催者が判断

した場合等、主催者は出展受付をお断りまたは取り消すことができます。これにより生ずる損害等に対し、

主催者は一切の責任を負わないものとします。 

 

▼出展申込開始日：２０２１年１０月 ８日（金） 

▼出展申込締切日：２０２１年１１月３０日（火） 

  

▼出展契約成立後の出展取消し 

出展契約成立後の出展の取消しは、出展者が書面により主催者へ通知し、主催者においてこれを了承しな

い限り認めないものとします。主催者が出展者の出展の取消しを了承した場合には、出展者は下記の通り

のキャンセル料を支払うものとします。 

 

【キャンセル料】  

申込締め切り日から展示会開催日の 1か月前（2月 10日）まで…出展料の 50％ 

2022年 2月 11日以降…出展料の全額 

 

▼出展契約の解除 

主催者は、出展者が次のいずれかに該当するときは、事前に催告または通知することなく出展契約を解除

することができるものとします。 

・出展料の全部または一部を支払わないとき。 

・手形または小切手の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたとき。 

・仮差押、仮処分、強制執行、競売、特別清算、破産、民事再生、会社更生、その他これに類する申立てが

あったとき。 

・暴力団、暴力団関係団体もしくはその関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき、またはこれ

らの反社会的勢力を利用していることが判明したとき。 

・出展者が自らまたは第三者を利用して、理由の如何に関わらず、長時間の電話または同様の過度な行為

による時間的拘束、不当な義務の強要、威嚇、脅迫をもって、主催者および各協力会社、他の出展者等の

業務を妨害したとき。 

 

▼共同・グループ出展の取扱い 

共同・グループでの出展申し込みは受け付けていません。 

ただし、出展社名にグループ名・団体名を追加することは可能です。 

 

 
 



 

▼出展料金等の納付方法 

出展申込内容について主催者が承認した後、請求書を送付いたします。主催者指定の銀行口座へ支払期限

までに振り込みをお願いいたします。期日までに入金が確認できない場合、出展をお断りする場合があり

ますのでご注意下さい。また、出展料のお支払い、主催者からの返金時の振込手数料は出展者がご負担下

さい。 

 

▼出展ブースの割り当てについて 

１．出展ブースは、出展分野、展示内容等を勘案し、主催者にて決定します。位置の指定や希望には応じら

れませんので、予めご了承ください。 

２．出展者は割り当てられたオンライン上の出展ブースの全部または一部を有償または無償に関わらず第

三者に使用させることはできません。 

 

▼出展にあたっての注意・約束事項 

１．必要な設備・環境（ハードウェア、ソフトウェア、通信環境等）、出展コンテンツの制作等出展にかか

る費用は、すべて出展者の負担において準備するものとします。 

２．第三者の権利（知的財産権、肖像権等）を侵害し、または侵害する恐れのあるコンテンツの掲載、行為

は一切禁止します。音楽や映像ソフト等を利用したコンテンツを作成する場合は、関係各所から利用

許諾を得てください。 

３．各出展者が展示ブースに掲載したコンテンツの著作権等は当該出展者に帰属します。なお、主催者は、

本展示会の運営（告知、集客、報告等）に必要な場合に限り、当該コンテンツを自由に利用できるもの

とします。 

４．展示会運営に係る主催者が定める本出展規定および出展の手引き等（以下「規定」）を順守していただ

きます。万が一、規定を順守できなかったり、主催者の申し入れに従わない出展者に対しては、時期

を問わず本年または次年度以降の出展をお断りすることがあります。また、納入された出展料も返還

しないものとします。 

 

▼管理保全 

主催者は管理者として注意を持って本展示会の管理・運営にあたります。ただし、各出展コンテンツの管

理は出展者が自己の責任と費用負担において行って下さい。また、主催者は出展コンテンツの盗難、紛失、

損傷、火災または、その他天災地変等を原因とする出展コンテンツの損害に対しての一切の責任を負わな

いものとします。 

 

▼商取引について 

開催期間中に出展者、来場者およびその他の間で発生する商取引に係る責任は当事者間に帰するものであ

り、主催者はこれに関与しないものとします。 

 

▼損害賠償 

出展者およびその代理人が他の出展者の出展ブース、主催者の運営設備等に損害を与えた場合、当該補修

または賠償は出展者の責任において行うものとし、主催者は責任を負わないものとします。 

本展示会に関する損害賠償等については、必要に応じて保険をかける等適切な対策をお願いいたします。 

 

▼展示会の中止 

 



主催者は天災等の不可抗力により、展示会開催が困難と判断した場合、展示会開催を延期または中止する

ことがあります。また、その際に生じた損害について主催者は責任を負わないものとします。 

※既納の出展料の他、出展に要した費用および中止によって生じた損害は補償いたしません。 

 

▼法的保護等 

本展示会におけるアイデアの模倣および商談等に関するトラブルについて、主催者は一切の責任を負わな

いものとします。特許、特別なノウハウ等についての知的財産権の保護は出展者の責任において対応する

ものとします。 

※展示内容に関して、紛争、訴訟、異議申し立てまたはその他の問題が発生した場合、出展者は自己の責

任と費用負担のもとに解決するものとし、主催者は一切の責任を負わないものとします。 

 

▼個人情報の取扱について 

１．出展者は、展示等を通して「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法および、該当法令を順守し、

適法かつ適切な取得を行って下さい。その際は、利用目的を必ず公表または本人に通知し、その範囲

内で活用して下さい。特に、第三者へ提供を行う場合は、必ず「個人情報」の情報主体（提供元）から

同意を取得して下さい。 

２．主催者が出展者から取得した個人情報は、本展示会の目的のみに利用し、第三者へ提供することはご

ざいません。なお、主催者が指定する各協力会社から出展手続きに関する各種事務連絡・各種請求業

務等、出展者の便宜を図るため担当者名等の必要な情報を各協力会社に開示する場合があります。 

 

▼法令および規定等の順守 

出展者または代理人は、法令および規定を出展契約の一部とし、これを順守するものとします。法令もし

くは規定に従わない場合、または主催者の指導もしくは申入れに従わない場合には、主催者は理由の如何

に関わらず、当該出展について拒否または取消すことができるものとします。これにより生ずる損害等に

対し、主催者は一切の責任を負わないものとします。 

 

▼運営への協力 

出展者は、主催者、来場者および他の出展者それぞれの立場を理解し、安全かつ快適な展示会運営に協力

するものとします。 

 

▼その他 

１．主催者は展示会を円滑に運営するため、各種規則等の設定および修正を行うことができます。また、

本規約に記載がない事項について、新たに取り決め、各種の追加や変更を行うことができます。 

２．主催者の定める本出展規定または出展の手引き等に定めのない事項については、主催者に適切に確認

し、その回答または要請等に従うものとします。 


